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医療用の麻薬や向精神薬等に関する規制・手続きの概要（☑は該当） 

□持ち込むことができる医薬品か確認する必要がある。 

□事前に渡航先の国から許可を得る必要がある。 

☑渡航前に準備が必要な書類がある。 

□（滞在期間と一日用量から計算される量にかかわらず）持ち込むことがで

きる医薬品の数量に制限がある。 

□持ち込むことができる医薬品の形態や容器・包装に制限がある。 

□その国から出国して医薬品を持ち出す際にも別途の手続きの必要がある。 

医療用の麻薬や向精神薬等に関する規制・手続きの内容 

○ 医療用の麻薬及び向精神薬を含め，医薬品を自己の疾病の治療で携帯し

て入国する場合には，入国時に医師の処方せんや診断書（スロベニア語又

は英語）などの提示が必要。 

 

（参考） 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1388 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6743 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/116550 

 

（参考） 

AGENCY FOR MEDICINAL PRODUCTS AND MEDICAL DEVICES OF THE REPUBLIC OF 

SLOVENIA 

Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, Slovenija 

www.jazmp.si 

電話 +386 (0) 8 2000 500 

FAX +386 (0) 8 2000 510 

電子メール  info@jazmp.si 

 

渡航先の国による日本人向け情報提供ホームページ 

なし 
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http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1388
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6743
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